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健康や各種健診
についての
お知らせですHealthINFOR

MATION

妊娠がわかったら、早めに母
子健康手帳の交付を受けましょ
う。妊娠中の生活や制度などに
ついて保健師が説明します。
●とき　４月３日、10 日、17 日、

24 日の午前 10 時から 11 時
30 分まで①必ず妊婦さん本
人がお越しください②原則、
毎週水曜日の交付ですが、都合がつかない
場合は相談に応じます
●ところ　総合福祉センター保健棟　
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

母子健康手帳の交付

乳幼児健診・相談
　４月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者には事前に
通知をしています。ご確認ください。
●とき　健診の内容によって異なりますので詳細は通知（案

内）書をご確認ください
●ところ　総合福祉センター保健棟
●内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・栄養

相談など
健診内容 期　日 対象児

４か月健診 ４月 18 日（木） 平成 24 年 11 月 20 日から
平成 24 年 12 月 19 日生まれ

７か月健診
４月 25 日（木）

平成 24 年 8 月 24 日から
平成 24 年 9 月 13 日生まれ

12 か月健診 平成 24 年 4 月 01 日から
平成 24 年 4 月 30 日生まれ

１歳半健診
４月 11 日（木）

平成 23 年 9 月 08 日から
平成 23 年 10 月 11 日生まれ

３歳児健診 平成 22 年 03 月 08 日から
平成 22 年 4 月 11 日生まれ

乳幼児相談
（身体測定・育児・栄養相談）

４月 24 日（水） 平成 25 年 2 月 26 日から
平成 25 年 03 月 25 日生まれ

※乳幼児相談は、どなたでもお気軽にお越しください。（申込不要）

予防接種
■ＢＣＧ予防接種
▷接種期間　生後 12 か月未満
▷場　所　総合福祉センター
保健棟
▷事前に福祉センタへ予約を
お願いします。

期　日 時　　間
 ４月 18 日（木）

 午後１時 30 分から２時まで
 ５月 16 日（木）

　ＢＣＧ予防接種は、平成 25 年４月より接
種対象年齢が０～ 12 か月未満（標準接種年
齢５～８か月）に変更になりました。接種ス
ケジュールについては、４か月健診時にご案
内しています。不明な点は、総合福祉センター
まで、お電話をいただくか、健診時にご相談
ください。

　平成25年度の総合健診
　　　（特定健診・各種がん検診）のお知らせ

■集団健（検）診日程
期　日 場　　所 受付時間など

 05 月 15 日（水） 
 総合福祉センター

  午前　8時30分から
　　    10時30分まで

 ※結果説明会は
       後日行います

 05 月 16 日（木） 
 05 月 17 日（金） 
 06 月 4 日（火） 

 中央公民館　6 月 5 日（水） 
　6 月 6 日（木） 
 06 月 7 日（金）
 07 月 21 日（日）

 総合福祉センター 07 月 22 日（月）
 07 月 23 日（火）

春の健診の申し込みで下記の日程には若干の余裕があり
ますので、お問い合わせください。

●申し込み方法　健診希望日の１か月前までに総合福祉セン
ターまでお電話で申し込みください。また、申込書が自宅
に届いている場合は、必要事項を記入してご返送ください。

●検診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・前
立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎ウィルス）、結核検診、
基本健診、特定健診

●申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

申込方法

現在、子育て真っ最中のお母さん、食育推
進料理教室に参加してみませんか。鞍手町食
生活改善推進会の会員のみなさんが簡単で栄
養たっぷりの料理を紹介します。
●とき　５月８日、７月３日、９月４日、11

月６日、１月 15 日の水曜日　午前 10 時か
ら

●対象者　乳幼児、小学生の子どもがいるお
母さん

●場所　総合福祉センター保健棟
●参加費　材料代として１回 300 円
●申し込み期限　５月１日（水）

わくわくクッキング
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注射の日時と場所は次のとおりです。集団注
射を利用せずに掛かりつけの獣医師から予防注
射を受けた場合は、役場農政環境課で「注射済
票」の交付を受けてください。この場合、掛か
りつけ獣医師が発行する「注射済み証明書」と
手数料 550 円が必要です。

狂犬病の予防注射が４月10日から始まります

と　き ところ

４月 10 日（水）

午 

前

 9：20～ 9：40 新延古賀剣神社

 9：50～10：00 泉水公民館

10：10～10：20 室井集会所

10：30～10：50 七ヶ谷入口

11：00～11：20 神崎公民館

11：30～11：50 古門区公民館

午 
後

 1：10～ 1：35 新北公民館

 1：45～ 1：55 八尋集会所

 2：05～ 2：15 八尋神田公民館

 2：25～ 2：35 神田公民館

 2：45～ 3：05 室木公民館

４月 19 日（金）

午 

前

 9：20～ 9：40 中山本村公民館

 9：50～10：00 上新橋公民館

10：10～10：30 小牧公民館

10：40～11：00 大池公民館

11：10～11：20 本町公民館

11：30～11：50 城ヶ崎公民館

午 

後

 1：10～ 1：25 上木月公民館

 1：35～ 1：55 木月公民館

 2：05～ 2：35 弥生区公民館

 2：45～ 3：05 中山西区公民館

４月 23 日（火）午 前

 9：20～ 9：30 猪倉公民館

 9：40～ 9：55 中山北区公民館

10：05～10：20 中山南区公民館

10：30～10：50 い牟田公民館

11：00～11：10 昭和通り公民館

11：20～11：45 役場車庫前

環境
衛生  
役場農政環境課☎42局2111番

犬の飼い方についての
アドバイスですSanitationADVICE

 しつける

 不妊・去勢
 手術をする

 狂犬病予防
 注射・登録

 最後まで
 面倒をみる

その１
愛犬も社会の一員です。きちんとし
つけをして他人に迷惑をかけないよ
うにしましょう。正しいしつけは飼
い主との信頼を深めます。

その２
愛犬もいつかは亡くなります。最期
を看取ってあげることは、私たちに
ゆるぎない信頼を寄せてくれた犬へ
の恩返しです。

その３
犬の登録は生涯１回、狂犬病予防注射
は毎年１回行うことが義務付けられ
ています。鑑札・狂犬病予防注射済
票は、必ず犬の首輪につけてください。

その４
繁殖を望まない場合には、飼い主の
責任で繁殖制限をしましょう。不妊・
去勢手術は犬に害のあるものではな
く、不幸な子犬をつくらないための
最良の方法です。

その５
敷地内でつなぐか、逃げ出さないよ
う柵内などで飼いましょう。放し飼
いは条例で禁止されています。散歩
のときは引き綱をつけましょう。

その６
散歩中の愛犬のフンは必ず後始末を
しましょう。必ず飼い主がその場で
拾い、自宅に持ち帰りましょう。

 つなぐ

                 フンを
 持って帰る

犬を飼うときの
つのルール６

　犬を飼う場合は、しつけなどたいへんなこともありますが、
家族の一員として扱い、次の６つのルールを守りましょう。

● 持ってくるもの　問診票（事前に配布済。な
お、新規の場合はいずれかの注射日当日に
問診票をお渡しします。）

● 料金　▷新規登録＋注射＝6,050 円▷注射の
み＝ 3,050 円



種　別 第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

 対象者   自営業、学生など   厚生年金や共済組合に加入 
  している会社員や公務員

  第２号被保険者に扶養され
  ている配偶者

 保険料の納め方
  納付書や口座振替などによ
  り個人で納めます。保険料
  は月額 15,040 円です

  給与から職場の年金制度の
  保険料を納めています。国
  民年金保険料を個別で納め
  る必要はありません

  配偶者の勤務先に届け出て  
  いれば、自分で保険料を納
  める必要はありません

 加入手続き   お住まいの市区町村役場に
  自分で届け出ます

  勤務先が年金事務所に届け
  出ます

  配偶者の勤務先が年金事務
  所に届け出ます

年金の
そこが知りたい   

役場保険年金班☎42局2111番

国民年金からの
お知らせです

日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未
満の人は国民年金に加入しなければ
なりません。被保険者の種類は働き
方などによって次の３種類に分かれ
ています。老後の生活保障や障害を
負ったときのためにも必ず加入手続
きをしてください。

A答え私は今年、20 歳になりま
す。国民年金に加入する
ように言われたのですが、
必ず加入しなければなら
ないのでしょうか。
Q疑問
こんなときには、
　  　　こんな手続きを

国民年金の加入の種別が変更になったときには忘れずに届け出ましょう。
次の表のような場合は変更を届け出てください。

PensionQUESTION ANSWER

◆第１号被保険者（自営業・学生など）
こんなとき 変更後の種別 届け出先

  会社員・公務員になった   第２号   勤務先
  会社員・公務員と結婚し扶養さ
  れるようになった   第３号   配偶者の勤務先

◆第２号被保険者（会社員・公務員など）
こんなとき 変更後の種別 届け出先

  退職した   第１号   役場
  会社員・公務員と結婚し扶養さ  
  れるようになった   第３号   配偶者の勤務先

◆第３号被保険者（会社員・公務員に扶養されている配偶者）
こんなとき 変更後の種別 届け出先

  扶養からはずれた   第１号   役場
  配偶者が退職した   第１号   役場
  会社員・公務員になった   第２号   勤務先
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